
く
ら
し
の
ガ
イ
ド

市
や
国
、
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

く
ら
し
と

住
ま
い

１０月の粗大ごみ収集

※�粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１枚１６０円）』
を貼って出してください。（１回につき５品まで）

収集の申し込み
㈲登和清掃（☎�０２００）

※土・日曜日、祝日を除く 9時～17時。
※�電話のかけ間違いに十分注意してください。
その他の問い合わせ　環境対策グループ
（クリンクルセンター内・☎�２９５８）

　
こ
の
給
付
金
は
、
平
成
26
年
４
月

か
ら
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
、

所
得
の
低
い
方
の
負
担
を
緩
和
す
る

た
め
の
臨
時
的
な
給
付
措
置
で
す
。

申�

請
受
付
期
間
　
９
月
１
日
か
ら
12

月
１
日
ま
で

対�

象
　
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、

登
別
市
民
（
住
民
基
本
台
帳
に
登

録
が
あ
る
方
）
で
、
か
つ
、
平
成

28
年
度
分
の
市
町
村
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

※�

自
身
を
扶
養
し
て
い
る
方
が
市
町

村
民
税
（
均
等
割
）
を
課
税
さ
れ

て
い
る
場
合
や
生
活
保
護
を
受
給

し
て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

※�

平
成
28
年
１
月
２
日
以
降
に
登
別

市
に
転
入
し
た
方
は
、
１
月
１
日

現
在
の
住
所
地
の
市
区
町
村
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
第

４
期
）
、
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収

　
胆
振
総
合
振
興
局
管
内
の
沖
合
海

域
で
は
、
マ
ツ
カ
ワ
カ
レ
イ
（
タ
カ

ノ
ハ
、
タ
ン
タ
カ
）
を
放
流
し
て
い

ま
す
の
で
、
こ
の
海
域
で
全
長
35
㌢

㍍
未
満
の
マ
ツ
カ
ワ
カ
レ
イ
を
採
捕

し
た
場
合
、
資
源
保
護
の
た
め
、
速

や
か
に
海
に
戻
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
胆
振
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
事
務
局
（
☎
㉔
９
８
１
２
）

所�

在
地
　
大
阪
府
大
阪
市
浪
速
区
敷

津
東
３
丁
目
７

－

10
イ
ー
ス
マ
イ

ル
ビ
ル

問
い
合
わ
せ
　
水
道
Ｇ

�

（
☎
�
５
５
１
０
）

第
３
期
）
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
（
普
通
徴
収
第
３
期
）
、
市
・
道

民
税
（
第
２
期
）
の
納
期
限
は
９
月

30
日
㈮
で
す
。

　
納
付
に
は
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
払
い
が
便
利
で
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
国
民
健
康
保
険
Ｇ

（
☎
�
１
７
７
１
）
、
高
齢
・
介

護
Ｇ
（
☎
�
５
７
２
０
）
、
年
金
・

長
寿
医
療
Ｇ
（
☎
�
２
１
３
７
）
、

税
務
Ｇ
（
☎
�
１
１
５
５
）

該
当
す
る
年
金

◦�

障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎

年
金

◦�

昭
和
61
年
３
月
以
前
に
受
給
権
が

発
生
し
た
、
国
民
年
金
、
厚
生
年

金
保
険
（
旧
農
林
年
金
を
含
む
）

及
び
船
員
保
険
の
障
害
年
金
（
障

害
等
級
が
１
級
ま
た
は
２
級
（
船

員
保
険
の
職
務
上
の
障
害
年
金
は

１
～
５
級
）
の
年
金
）

◦�

昭
和
61
年
３
月
以
前
に
受
給
権
が

発
生
し
た
、
国
家
公
務
員
共
済
組

合
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
・
全

国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
、

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業

団
が
支
給
す
る
障
害
年
金
及
び
船

員
障
害
年
金
（
障
害
等
級
が
１
級

ま
た
は
２
級
の
年
金
）

支�

給
額
　
給
付
対
象
と
な
る
方
１
人

に
つ
き
３
万
円

申�
請
方
法
　
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、
８
月
下
旬
以
降
に
案
内
文
書

と
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

案
内
に
沿
っ
て
申
請
の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
Ｇ

�

（
☎
�
１
９
１
１
）

支�

給
額
　
給
付
対
象
と
な
る
方
１
人

に
つ
き
３
千
円

申�

請
方
法
　
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、
８
月
下
旬
以
降
に
案
内
文
書

と
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

案
内
に
沿
っ
て
申
請
の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
Ｇ

�
（
☎
�
１
９
１
１
）

　
こ
の
給
付
金
は
、
賃
金
引
き
上
げ

の
恩
恵
が
及
び
に
く
い
所
得
の
少
な

い
年
金
受
給
者
の
方
を
支
援
す
る
た

め
の
臨
時
的
な
給
付
措
置
で
す
。

対�

象
　
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
の
給
付
対
象
者
の
う
ち
、
平
成

28
年
５
月
分
の
障
害
基
礎
年
金
・

遺
族
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い

る
方

※�

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給

付
金
（
高
齢
者
向
け
）
を
受
給
し

た
方
は
対
象
外
で
す
。

事�
業
者
名
　
株
式
会
社
イ
ー
ス
マ
イ

ル

平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

釣
り
人
の
皆
さ
ん
に
お
願
い

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
（
障
害
・
遺
族
基
礎
年

金
受
給
者
向
け
）

指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を
指
定

し
ま
し
た 地　区 収集期間 申込期間

美園町４～６丁目 10月３日㈪～
10月８日㈯　

９月20日㈫～
９月30日㈮　

富浦町１～５丁目、幸町、
登別本町、登別港町

10月10日㈪～
10月15日㈯　

９月26日㈪～
10月７日㈮　

片倉町、新栄町、札内町、来馬町、
富浦町（１～５丁目を除く）

10月17日㈪～
10月22日㈯　

10月３日㈪～
10月14日㈮　

美園町１～３丁目 10月24日㈪～
10月29日㈯　

10月11日㈫～
10月21日㈮　

富岸町 10月31日㈪～
11月５日㈯　

10月17日㈪～
10月28日㈮　

14� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


